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平成３０年 第５回宮崎市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成３０年４月２５日（水）１３：４０～１５：００

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

西田教育長、松野代表教育委員、畠山委員、江草委員、柳田委員

【事務局】

河野教育局長

（企画総務課) 本村課長、冨田補佐、河野主幹、安藤係長、

黒田主任主事、三角主事

（学校施設課）大住課長、年増補佐

（学校教育課）押川課長、髙牟禮補佐、串間補佐

（教育情報研修センター）荒武所長、平山次長

（生涯学習課）黒岩課長、矢野補佐

（保健給食課）中野課長、和田補佐

（文化財課） 富永課長、甲斐補佐

４ 議 案

５ 報 告

番 号 件 名 説 明 者

議案第９号 教職員人事の内申について 学校教育課長

番 号 件 名 説 明 者

報告第１１号
「宮崎市立中学校における生徒の自殺に関する報告

書」に係る再調査の要否の判断について
学校教育課長

報告第１２号 専決処分の報告について 企画総務課長
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西田教育長 定刻になりましたので、ただ今から、第５回教育委員会定例会を

開会いたします。傍聴者はございません。会次第「２ 会議録署名

人の指名」です。本日の会議録の署名人は、私西田と、畠山教育委

員を指名させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員 （ 異議なし ）

西田教育長 それでは、会次第「３ 行事報告等」に入ります。１ページをお

開きください。

（１）教育長報告でございます。最初に、４月１２日（木）に東

京都で行われました「全国都市教育長協議会平成３０年度第１回理

事会」について、報告いたします。

私も初めて参加する全国での会議でしたが、教育長会全体の内容

を把握できる良い機会でした。次回は、５月１７日から１８日に岩

手県一関市で全国の都市教育長が集まり、定期総会、研究大会が開

催される予定でございます。今回の会議では、九州各県の教育長も

いらっしゃっていましたので、名刺等を交換しながら今後情報交換

をしようということでお話しをしたところでした。

また、文部科学省からも行政説明がありましたが、特に強くあり

ましたのが、学校における働き方改革、部活動のあり方についてで

した。部活動のあり方については、やはり科学的な根拠を持って休

むことも大切な練習の一つであるということでした。今後、我々と

しても検討していく課題であると感じたところであります。

次に、４月１９日（木）に行われました「平成３０年度第１回宮

崎県都市教育長協議会及び平成３０年度宮崎県市町村教育長連絡

協議会第１回支部長会・総会」について、報告いたします。

この会では、主に役員の改選がございました。二見教育長が退任

されましたので、宮崎県都市教育長会の会長を私が引き継ぐという

ことを宮崎県都市教育長協議会の中で確認いたしました。なお、宮

崎県町村教育長会の会長につきましては、門川町の新原教育長が就

任されるということが決定いたしました。

また、宮崎県市町村教育長連絡協議会では、私が会長、そして、

新原教育長が副会長ということが承認されました。宮崎県市町村教

育長連絡協議会の総会でお知らせした内容としましては、７月に教

育問題について、校長会と協議を行う予定であること、８月に研修

会を開催させていただくということでございました。また、来年２

月になりますが、県教育委員会との意見交換会をさせていただくた

め、今後、要望事項等を検討させていただくということになってお

ります。

最後に、同日に行われました「平成３０年度市町村教育委員・教

育長会議」について、報告いたします。

松野代表教育委員と私で出席させていただきました。主な内容と

しては、まず、県教育委員会から、県教育委員会の組織について、

説明がございました。今回、県教育委員会の組織が大きく変更にな

っております。組織改編のポイントの一つ目としては、義務教育、

高校教育についてです。これまで、学校政策課というひとつの課で

したが、専門化し、スピード感をもつということで義務教育課と高

校教育課に分かれるという変更がございました。これは初めてのこ

とでございます。ポイントの二つ目としては、今回、人権同和教育

室を課に格上げし、なおかつ学校政策課の担当であった生徒指導を
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人権同和教育課が所管し、人権教育と生徒指導を一体的にやってい

き命の教育を進めていくということでございました。

その他の説明では、例年どおりですが、県教育委員会から学力向

上についてのお願い、命の教育、英語教育改革についての説明があ

りました。後半には、コミュニティースクールについての協議を行

ったところです。県としてもコミュニティースクールの推進を図ろ

うというのがみられたところでございました。以上が報告内容で

す。

次に、（２）委員報告でございます。４月１３日（金）に東京都

で行われました「全国市町村教育委員会連合会平成３０年度第１回

常任理事・理事会」について、松野代表教育委員に、報告をお願い

します。

松野代表教育委員 それでは、５ページをお開きください。４月１３日（金）に東京

都におきまして会議がございました。概要は、ここに記載している

とおりでございます。議事として、最も大きかったのが「功労者表

彰」被表彰者の選考についてです。毎年５月の下旬に表彰される方

が東京に集まられまして表彰式がございます。そして、例年どおり

ですが、昨年度の決算、今年度の予算案についてございました。そ

の後、役員選出がございました。私も輪番制で、九州地区の代表を

２年間務めさせていただきました。今度は、大分県が私の次という

ことで、全国の副会長を引き受けられるということが決定したとこ

ろでございます。定期総会は、５月２３日に開催されます。

次の文部科学省の講話の中では、９項目にわたる説明があり、教

育行政が非常に課題を抱えているということを改めて痛感したと

ころでした。特に、印象に残りましたのは、内閣府からございまし

た知的財産創造教育についての説明でございます。この知的財産創

造教育とは何かといいますと、これには、２つの内容があるという

ことでした。一つは新しい創造、クリエイティブと言われる物事を

創り出す創造です。新しい創造をする、すなわち、いいなというこ

とを思い描き、表現するということが内容の一つだそうです。もう

一つが、創造されたものを尊重するということです。もっと分かり

やすく言いますと、他人との違いを認め、尊重することだという説

明でした。そして、この二つの内容につきましては、学習指導要領

において、育成を目指している資質・能力の三つの柱に対応してお

りまして、新しいことではなく、文部科学省の新学習指導要領に資

するようなものを考えているという説明がございました。今後、詳

細についても出てくるだろうと思います。報告は以上でございま

す。

西田教育長 ありがとうございました。１ページにお戻りください。次に、（３）

教育局長報告、（４）各課行事報告等でございますが、記載のとお

りでございます。

押川学校教育課長 資料１ページ下の段、学校教育課でございます。２段目の４月８

日（火）に行われました中学校の入学式でございます。今年度３，

１２１名が入学をいたしました。昨年度と全く同数の入学者でござ

います。現在のところ、中学校への在籍につきましては、９，５７

４名となっております。

続きまして３段目、４月１１日（水）に行われました小学校の入

学式でございます。今年度３，７８５名が入学をいたしました。昨

年度は３，６７７名でしたので、１０８名の増となっております。
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現在のところ小学校への在籍は２２，７８５名となっております。

現段階で小中学校へ在籍します児童生徒数につきましては３２，３

５９名となっております。教育委員の皆様には小中学校の入学式へ

の出席、さらにはあいさつをしていただき、本当にありがとうござ

いました。

続きまして４段目、４月１２日（木）に行われました幼稚園の入

園式でございます。清武幼稚園につきましては、３歳児６名、４歳

児２名、５歳児１名の９名が入園し、園児の総数が３９名となって

おります。また、倉岡幼稚園につきましては、３歳児のみ９名が入

園し、園児の総数２５名となっております。報告は以上でございま

す。

西田教育長 以上で行事報告等は終了ですが、お気付きになった点やこれから

の課題、また感想がありましたら、お願いいたします。

入学式等も行かれたと思いますがいかがでしたか。

松野代表教育委員 大変感動いたしました。卒業式がやはり感動的でしたが、入学式

も良かったです。

畠山教育委員 私も小戸小学校に行かせていただきました。母校ですが、私たち

が通っていたころの児童数と比べるとずっと少なくなってしまい

ました。小戸小学校では、対面式の入学式ということで、保護者と

向かい合う形でございました。様々な工夫で新１年生を迎えていら

っしゃいましたので、新１年生がピシッと凛々しく見え、頼もしく

思った入学式でした。

西田教育長 ニュースで宮崎東中学校の入学式の様子が出ました。現在、男女

混合名簿の話が出ていますが、宮崎東中学校は、完全に今年度から

男女混合名簿を使用しております。

私が行きました大淀小学校では、まだ男女混合名簿ではありませ

んが、ただ、１組目は男子が先に入り、２組目は女子が先に入ると

いうような工夫をされており、やはりそういう点についての配慮も

なされてきているところでございました。

会次第「４ 議事」に入らせていただきます。

６ページをご覧ください。本日、議案が１件でございます。議案

第９号「教職員人事の内申について」でございます。

こちらつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１４条第７項により、非公開としたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

委員 （ 異議なし ）

西田教育長 それでは、ここで非公開を解除いたします。

それでは、８ページをご覧ください。報告が２件でございます。

次に報告第１１号「「宮崎市立中学校における生徒の自殺に関す

る報告書」に係る再調査の要否の判断について」でございます。事

務局から説明をお願いします。

押川学校教育課長 資料１０ページをお開きください。「「宮崎市立中学校における生

徒の自殺に関する報告書」に係る再調査の要否の判断について」報

告をさせていただきます。

本案件につきましては、４月５日の市長定例記者会見におきまし

て、戸敷市長が表明をしたものでございます。記者会見における市

長発言の概要といたしましては、教育委員会から受理した報告書に

ついて、文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

イン」の４項目に基づき再度確認をすることが市の責務であると考
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え、いじめ問題再調査委員会へ諮問いたしました。この４つのガイ

ドラインの項目につきましては、資料の１１ページに記載されてい

る内容でございます。また、いじめ問題再調査委員会から、教育委

員会の調査内容に不備はなく、ガイドラインの４項目について、十

分調査が尽くされているという答申を受け、再調査を行う必要はな

いという判断を行いました。ご遺族への報告はしっかりと行うと言

われておりますが、実際に子育て支援課が翌日に直接ご遺族とお会

いして報告をしております。また、本市のいじめ認知件数は四千数

百件あり、小さな案件でもいじめを見逃さない体制づくりに努めて

いる。今後も学校をはじめ、地域社会の協力を得ながら、早期発見・

早期対応ができる体制の充実を図りたい。「いじめを許さない、地

域社会全体で見守っていこう」というメッセージを市広報等や、自

治会、公民館を通じて広めていきたいという内容でした。

教育委員会といたしましては、「宮崎市いじめ防止対策委員会」

からの１０の提言、「宮崎市いじめ問題再調査委員会」からの４つ

の意見を重く受け止め、このような事態を二度と繰り返さないため

にもいじめの根絶を図るという強い意志で再発防止の取組を更に

推進してまいります。

１２ページをお開きください。１２ページ、１３ページが宮崎市

いじめ問題再調査委員会から市長へ行われました答申でございま

す。１３ページに先ほど申しました４つの意見というのを記載して

おります。

また、１４ページをお開きください。この表は、宮崎市いじめ問

題再調査委員会における審議の経過をまとめたものでございます。

昨年１０月から、本年３月２９日までの答申の内容がこのような経

過で行われております。報告は以上でございます。

西田教育長 ただいま説明のありました、報告第１１号について、ご質問はご

ざいませんか。

松野代表教育委員 定例教育委員会で逐一このことについて、詳細にご報告いただき

ました。教育委員会事務局の取組について、私はもうこれ以上の対

応はできないだろうといつも思っておりましたので、市長が再調査

の有無について、諮問の意向を示されたときに、なぜそれをお認め

になったのかなと思ったところでした。しかし、やはり再調査の必

要性について、外部の方の意見を受けなければ市民は納得されない

だろうなとも思いました。再調査委員会の方々も、市教育委員会が

進めてきた経過、対応については、不備がなかったという判断をさ

れたということでした。私としては、ご遺族にとって本当にお気の

毒なことでしたが、この事件の対応、調査等について納得している

ところです。

河野教育局長 私は、３月まで福祉部のいじめ問題再調査委員会を担当させてい

ただいておりました。法において、市長が再調査することができる

ということで、昨年１１月に教育委員会の方から報告があった件に

ついて、今回の事件がいわゆる重大な事件であるということでした

ので、市長としても慎重に判断をする必要がございました。再調査

委員会において、学識経験者や弁護士など外部の方からの客観的な

報告書に対する評価などを受けたうえで、市長としても再調査につ

いて、判断をしたいということでございました。外部の方の客観的

な意見をいただいたうえで、このたび市長が判断をされ、この４月

の記者発表という形で報告させていただいたところでありました。
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また今後、このようなことが絶対起こらないよう、市長部局も含め

て、教育委員会としてもしっかりやっていきたいと思っておりま

す。

西田教育長 教育局長も申し上げましたとおり、やはりいじめの未然防止、そ

の背景にある命の教育や人権教育について、しっかり学校で取り組

むように校長会等でも担当課を含め、話しをしたところでした。

次に、報告第１２号「専決処分の報告について」でございます。

これにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第７項により、非公開としたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

委員 （ 異議なし ）

西田教育長 それでは、ここで非公開を解除いたします。

会次第「５ その他」、「地域・家庭・学校との意見交換会」及び

「総合教育会議のテーマについて」、事務局から説明をお願いしま

す。

本村企画総務課長 会次第「５ その他」、「地域・家庭・学校との意見交換会」及

び「総合教育会議のテーマについて」でございます。今後、教育委

員の皆様に出席いただく会議として、地域・家庭・学校との意見交

換会を７月３０日（月）、市長との意見交換の場である、総合教育

会議を８月１０日(金)に開催させていただく予定としております。

あらかじめ会のテーマなどを決定する必要がございますので、時

期が参りましたら、担当のほうから、テーマについてのご意見など

を伺わせていただきたいと思います。お忙しいところとは存じます

が、どうぞよろしくお願いします。

西田教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。

委員 なし。

西田教育長 それでは、委員の皆様よろしくお願いします。次に、会次第「６

次回委員会について」、事務局から説明をお願いします。

本村企画総務課長 次回定例会は、平成３０年５月２５日（金）、１３時４０分から

１５時３０分まで、教育委員会室において、お願いしたいと考えて

おります。

西田教育長 ただ今説明のありました日時で、委員会を開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。

委員 （ 了承 ）

西田教育長 続きまして、「７ 行事予定」について、事務局から説明をお願

いします。

本村企画総務課長 （ 説 明 ）

西田教育長 以上をもちまして、第５回定例会を終了させていただきます。


